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第２回『新しい総合事業』に関する説明会 

 

 

日 時  平成２８年 １月２６日（火） 

            通所介護 午前１０時～  

            訪問介護 午後 ２時～ 

会 場  福島市保健福祉センター 

５階 大会議室 

〈  次  第  〉 

 

１ 開  会 

 

２ あいさつ 

 

３ 『新しい総合事業』に関する説明 

 

 ★ポイント説明 

 

(1)福島市における『新しい総合事業』移行時の状態と今後の事業について 

 

(2)『新しい総合事業』における「相談」から「サービス利用」までについて 

 

(3)『新しい総合事業』における事業所指定について 

 

(4)その他 

①介護予防・日常生活支援総合事業の請求について（国保連説明会の案内） 

 

②前回説明会での質問（未回答分）やメールによる質問への回答 

 

③第３回『新しい総合事業』に関する説明会について 

 

④質疑応答、意見交換等 

 

４ 閉  会 

 

 

★本日の説明についてご質問等がありましたら、平成２８年 ２月 ５日（金）ま

で、長寿福祉課宛（tyoujyu@mail.city.fukushima.fukushima.jp）メールにて提

出願います。次回の説明会で回答いたします。 
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★ポイント説明 
 

【会議の内容・目的】 

 

１ 福島市における『新しい総合事業』移行時の状態と今後の事業について 

○平成 28 年 3 月 1 日（総合事業移行時）の福島市の状態について再確認します。 

○『新しい総合事業』へ移行後の事業展開・事業の結びつきについて説明します。 

 

◆現時点では、「現行の訪問介護相当」と「現行の通所介護相当」の事業を、現

状維持にて移行することを最優先とします。 

◆「多様なサービス」は今後、医療・介護・福祉関係者や地域住民、ＮＰＯ・民

間事業者等と幅広い連携のもと、段階的に充実してまいります。 

 

２ 平成 28年 3月 1日（総合事業移行時）のサービス内容を受けた、相談からサー

ビスまでの流れについて説明します。 

 

３ 事業所指定と定款の変更の必要性について、現時点での市の考えを説明します。 

 

４ 今後の説明会・研修会の予定について 

○介護予防・日常生活支援総合事業の請求に関する説明会 

                【福島県国民健康保険団体連合会より説明】 

■対象：地域包括支援センター、介護予防訪問介護・介護予防通所介護事業所 

■日時：平成２８年 ２月１０日（水） 

午前の部（通所事業所） 午前９時３０分～午前１１時３０分 

      午後の部（訪問事業所） 午後１時３０分～午後 ３時３０分 

■場所：福島市 市民会館 ２階 第２ホール（住所：福島市霞町 1番 52 号） 

 ※資料は本日配付いたしますので、説明会当日（2/10）忘れずにご持参ください。 

 

  ○第３回『新しい総合事業』に関する説明会 

■日時：平成２８年 ２月２４日（水） 

午前の部（通所事業所） 午前１０時 ～ 午前１１時 

      午後の部（訪問事業所） 午後 ２時 ～ 午後 ３時 

■場所：福島市 市民会館 ２階 第２ホール（住所：福島市霞町 1番 52 号） 

 

  ※市民会館は駐車場が限られており、特に 2/10 は施設利用が多く混雑が予想され

ますので、極力、公共交通機関利用や相乗りでおこしいただく等のご協力をお願い

いたします。 

 

５ 「新しい総合事業」の移行にあたって、現時点で想定される課題や要望、意見な

どを共有します。 
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（１）福島市における『新しい総合事業』移行時の状態と今後の事業に 

ついて 

 

①『新しい総合事業』への移行当初は、旧来の介護予防訪問介護及び介護予防通所介

護と同一の基準による訪問型サービス、通所型サービスのみを実施する。 

 

②地域包括支援センターで介護予防ケアマネジメントを実施する。 

 

③多様な主体による多様なサービスについては、『新しい総合事業』移行後の平成 28

年度から導入に向けた検討・協議を開始し、整えていく。 

 

④『新しい総合事業』の認定申請及び更新申請の受付は３月１日より開始する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護予防給付 介護予防給付

サービスは 地域支援事業

現状維持 新しい介護予防・日常生活支援総合事業

介護予防・生活支援サービス事業

●訪問型サービス

地域支援事業

多様なサービス

　導入に向けた検討・協議

●通所型サービス

配食モデル事業

介護予防支援モデル事業

多様なサービス

　導入に向けた検討・協議

●その他の生活支援サービス

配食モデル事業の結果を基に

　導入に向けた検討・協議

●介護予防ケアマネジメント

一般介護予防事業

②介護予防支援モデル事業

【現　行】 【移行時】

●訪問看護
 　福祉用具　等

●一次予防事業

●訪問看護
 　福祉用具　等

①介護予防普及啓発事業等

①訪問介護相当サービス
　（ホームヘルプサービス）

①通所介護相当サービス
　（デイサービス）

●訪問介護
　（ホームヘルプサービス）

福島市における『新しい総合事業』移行時のサービスの状態

●通所介護
　（デイサービス）

●二次予防事業
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福島市における『総合事業』導入に向けた５つの視点 

 

１．高齢者の「自立支援」と「QOLの向上」の視点 

２．「人材育成」と住民主体の「地域づくり」の視点【地域住民との協働】 

３．「医療・介護の専門職」の有効活用の視点【多職種との協働】 

４．「医療・介護事業所等」の有効活用の視点 

５．医療・介護事業所以外の民間企業等、「民間活力」の有効活用の視点 

 
 

１．高齢者の「自立支援」と「QOLの向上」の視点 
■高齢者本人の参加意欲を基本に、地域での顔の見える関係づくりを支援し、地域

生活の中で活動性を高めるように努める。 

■リハビリテーション職による短期・集中的な介入から地域の自主的活動に結び付

けるなどの事業検討に努める。 

 

２．「人材育成」と住民主体の「地域づくり」の視点 【地域住民との協働】 
■地域住民の自主的・主体的な取り組みの育成・支援を行う「地域介護予防活動支

援事業」を展開し、地域住民の「通いの場」・「活動の場」の充実に努める。 

■「元気高齢者等」を中心とした地域住民の自主的・主体的な活動やボランティア

活動などを支援し、人材育成に努める。 
■医療、介護、介護予防、生活支援・福祉サービスの充実に努めるとともに、生涯

学習などによる学習成果の地域還元などとの連携を図り、重層的な地域づくりに努

める。 

 

３．「医療・介護の専門職」の有効活用の視点 【多職種との協働】 
■専門職と地域住民等のボランティアによる支援のすみ分け等の検討を行い、医

療・介護等の専門職の専門性を活かし、より効果的な活躍の場を創出に努める。 

■医療・介護等の専門職の専門性を補完する地域住民のボランティア活動等の活性

化に努める。 

■医療・介護等の専門職など、多職種との協働を一層の充実に努める。 

 

４．「医療・介護事業所等」の有効活用の視点  

  ■医療・介護等の事業所が所有する既存資源・施設等の有効活用に努める。 

■現行の訪問介護・通所介護は、現状維持するように努める。 

 
５．医療・介護事業所以外の民間企業等、「民間活力」の有効活用の視点 
  ■介護予防や生活支援サービスへの民間活力の導入を図るとともに、医療・介護事

業所等以外の NPO、民間企業などとも連携し、幅広く民間活力の有効活用に努める。 

■民間企業などと連携し、スポット就労支援などを行い、高齢者の社会参加の支援

に努める。 
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動

等

■
地

域
住

民
の

互
助

活
動

・町
内

会
活

動
・老

人
ク

ラ
ブ

活
動

等

■
就

労
・ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
等

・シ
ル

バ
ー

人
材

セ
ン

タ
ー

・市
社

協
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
セ

ン
タ

ー
等

■
介

護
事

業
所

等
■

民
間

企
業

■
協

同
組

合
■

Ｎ
Ｐ

Ｏ
■

社
会

福
祉

法
人

等

■
市

在
宅

福
祉

サ
ー

ビ
ス

・配
食

サ
ー

ビ
ス

・緊
急

通
報

装
置

貸
与

等

●
１

「心
身

機
能

」「
活

動
」「

参
加

」に

バ
ラ

ン
ス

よ
く
ア

プ
ロ

ー
チ

す
る

ケ
ア

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

を
行

う
。

※
地

域
資

源
を

最
大

限
に

活
用

し
、

高
齢

者
の

自
立

支
援

と

地
域

の
互

助
活

動
活

性
化

を
図

る
。

●
３ ■

生
活

支
援

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

タ
ー

・協
議

体
、

地

域
ケ

ア
会

議
に

お
い

て
、

必
要

と
な

る
多

様
な

サ
ー

ビ
ス

、
新

し
い

総
合

事
業

に
位

置
付

け
る

べ

き
サ

ー
ビ

ス
等

に
つ

い
て

、
市

へ
提

案
。

新
し

い
総

合
事

業
の

多
様

な
サ

ー
ビ

ス
の

充
実

、
地

域
互

助
活

動
の

支
援

充
実

等
を

図
る

。

●
２ ■

高
齢

者
の

ニ
ー

ズ
等

を
把

握
。
→

結
び

つ
け

る
サ

ー
ビ

ス
が

な
い

な
ど

の
地

域
実

態
の

把
握

。
■

高
齢

者
ニ

ー
ズ

・地
域

の
不

足
す

る
サ

ー
ビ

ス
等

に
つ

い
て

、
協

議
体

・地
域

ケ
ア

会
議

等
で

協
議

。

●
４ １
．

高
齢

者
の

「自
立

支
援

」と
「Ｑ

Ｏ
Ｌ

の
向

上
」

２
．

「人
材

育
成

」と
住

民
主

体
の

「地
域

づ
く
り

」

３
．

「医
療

・介
護

の
専

門
職

」の
有

効
活

用

４
．

「医
療

・介
護

事
業

所
等

」の
有

効
活

用

５
．

医
療

・介
護

事
業

所
以

外
の

民
間

企
業

等
、

「民
間

活
力

」の
有

効
活

用

中
核

的
役

割

地
域

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー
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(2)『新しい総合事業』における「相談」から「サービス利用」まで 

について 
 

1 総合事業における介護予防マネジメントの考え方 

 

（１）ポイント 

・総合事業は高齢者の介護予防と自立支援が目的。 

・総合事業における介護予防ケアマネジメントは 

現行の予防給付によるケアマネジメントと同様。 

・高齢者みずからも介護予防に努めなければならない。 

  

 

（２）対象者 

 総合事業の「介護予防･生活支援サービス事業」の

対象者は制度改正前の要支援者に相当する者です。 

 

 

〇総合事業は、多様なニーズに対して、高齢者の介

護予防対象者の要介護状態等となることの予防又

は、自立した日常生活支援を目的として実施する

ものである。 

総合事業における介護予防ケアマネジメントは、

介護予防と自立支援の視点を踏まえ、対象者の心

身の状況、その置かれている環境その他の状況に

応じて、対象者自らの選択に基づきサービスが包

括的かつ効率的に実施されるよう、専門的視点か

ら、必要な援助を行うことを目的としている。 

さらに、この介護予防マネジメントの考え方は、

サービス利用を終了した場合においても利用者の

セルフケアとして習慣化され、継続される必要が

ある。そのためには対象者が主体的に取り組める

ように働きかけるとともに、知識や技術の提供に

よって対象者自身の能力が高まるような支援が重

要である。 

     【介護予防・日常生活支援総合事業のガイドライン P54より一部抜粋】 

 

 

【介護予防･日常生活総合事業のガイドライン

（概要）P5 より抜粋】 

【介護予防･日常生活総合事業のガイドライン

（概要）P1 より抜粋】 
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〇国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化

を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態となった場合において

も、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを

利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるものとする。  

               【介護保険法第 4条第 1項】 

 

２ 相談からサービス利用までの流れについて 

 

（１）ポイント  

①介護認定の他に、認定を受けずにチェックリストによりサービス利用可能。 

②ケアマネジメントで利用者に適切なサービスを提供する。 

 

（２）対象者 

制度改正前の要支援者に相当する者 

   ・要支援認定を受けた者のうちサービス利用が必要と判断された者 

  ・基本チェックリスト該当者のうちサービス利用が必要と判断された者 

 

（３）福島市が行うサービスとその内容 

  ①現行の訪問介護相当の訪問介護 

    内容：要支援者等に対し掃除・

洗濯等の日常生活上の支援

を提供 

   ②現行の通所介護相当の通所介護 

    内容：要支援者等に対し機能訓

練や集いの場など日常生

活上の支援を提供  

 

【介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン P11 より

一部抜粋】 

 

（４）サービス利用の条件 

サービス利用の条件をきめることで、サービス利用の判断基準を一律にできる。 

①現行の訪問介護相当サービス利用の条件：検討中 

・既にサービスを利用しているケースでサービス利用の継続が必要なケース 

・以下のような訪問介護員によるサービスが必要なケース 
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【例】・認知機能の低下により日常生活に支障がある症状・行動を伴う者 

・退院直後で状態の変化しやすく、専門的サービスが特に必要な者 等 

  ②現行の通所介護相当の通所介護の条件：検討中 

・既にサービスを利用しているケースでサービス利用の継続が必要なケース 

・集中的に生活機能の向上のトレーニングを行うことで改善維持が見込まれる 

ケース 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン P20・P21 より一部抜粋】 

 

 

（５）サービス利用の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン P54より一部抜粋】 



9 

（３）『新しい総合事業』における事業所指定について 

 

１ 事業所の指定等について 

 （１）みなし指定について 

   ①みなし指定事業所の指定について 

    平成 27年 3月 31日で、介護予防訪問介護及び介護予防通所介護、介護予防 

支援事業の有効な指定を持つ事業所に対し、総合事業において同一のサービス 

を提供する事業所として、指定したとみなします。 

    これらの事業所にあっては、指定手続きが済んでいるとみなされるため、新 

   規の指定申請は不要です。 

    なお、みなし指定による指定の有効期間は、平成 27年 4月 1日～平成 30年 

   3月 31日までとなります。指定の有効期間終了前（平成 30年 3月 31日）には 

   更新の手続きが必要となります。 

    それ以降の指定の有効期間は 6年間とします。指定の有効期間終了前には更 

新の手続きが必要となります。 

 

   ②みなし指定事業所の定款・運営規程について 

    みなし指定を受けている事業所は、介護予防・日常生活支援総合事業の実施 

に伴い、速やかに、当該事業の追加及び変更手続きをお願いします。 

    指定の変更届の提出は、平成 30年 3月 31日の有効期間終了前の更新手続き 

の際に提出をお願います。 

     

 

 （２）みなし指定とならなかった既存事業所について 

   ①みなし指定とならなかった既存事業所の指定について 

    平成 27年 4月 1日以降に指定となった事業所については、総合事業を実施 

   するにあたり、福島市より新たに指定を受ける必要があります。 

    平成 28年 3月 1日から総合事業を開始するにあたっては、平成 28年 2月 10 

   日までに、「県に提出した届出の写し一式」と「市の指定申請書」の提出をお 

願いします。 

    指定の有効期間は 6年間とします。指定の有効期間終了前には更新の手続き 

が必要となります。 

※期限に間に合わない場合は、事前にご相談ください。 

 

   ②みなし指定とならなかった既存の事業所の定款・運営規程について 

    みなし指定とならなかった既存事業所は、介護予防・日常生活支援総合事業 

の実施に伴い、速やかに、当該事業の追加及び変更手続きをお願いします。 

    提出は、指定申請書類等と一緒に提出ください。変更手続きが間に合わなか 

った場合は、手続き終了後、速やかに提出をお願いします。 
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指定申請 定款 運営規程

変更･届出
について

新たな届出は不要 定款の変更が必要 運営規程の変更等が必要

補足
有効期間終了前
（H30.3.31まで）には
更新の手続きが必要

定款変更の際は、変更内容を所轄
庁に要相談

更新時（H30.3.31まで）等に更新
申請と合せて長寿福祉課へ提出

更新時（H30.3.31まで）
等に更新申請と合せて長寿福祉
課へ提出

変更･届出
について

新規の指定申請が必要 定款の変更が必要 運営規程の変更等が必要

補足

平成２８年２月１０日までに指
定申請書に県へ提出した届出の
写し一式を添えて長寿福祉課へ
提出

指定の有効期間は６年間

定款変更の際は、変更内容を所轄
庁に要相談

指定申請書に添えて長寿福祉課へ
提出
（所轄庁での定款変更後）

指定申請書に添えて長寿福祉課
へ提出

変更･届出
について

新規の指定申請が必要 指定申請時に添付が必要 指定申請時に添付が必要

補足

事業を実施する前月の１０日ま
でに指定申請書に関係書類を添
えて長寿福祉課へ提出

指定の有効期間は６年間

定款変更の際は、変更内容を所轄
庁に要相談

指定申請書に添えて長寿福祉課へ
提出
（所轄庁での定款変更後）

分類

みなし指定に
ならない
既存事業所

（H27.4.1～）

新規指定事業所
(H28.3.1～)

みなし指定
事業所

（～H27.3.31）

（３）新規事業所について 

  新規事業所は、事業を開始する前月の 10日までに、市へ申請書類等の提出が必 

要となります。 

    ※開設予定の事業所は、事前にご相談ください。 

 

 

（４）社会福祉法人における定款変更の手続きについて 

別紙 ２ 参照 

 

 

（５）各事業所の届出一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
※定款・運営規程への記載例 
①地域包括支援センター    (1)介護予防・日常生活支援総合事業 

(2)介護保険法に基づく第 1 号介護予防支援事業 等 
 

②介護予防訪問介護・通所介護 (1)介護保険法に基づく第 1 号訪問事業 
(2)介護予防訪問介護又は介護保険法に基づく第 1号訪問事業 等 
(3)介護保険法に基づく第 1 号通所事業 
(4)介護予防通所介護又は介護保険法に基づく第 1号通所事業 等 
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（４）その他 

 

①介護予防・日常生活支援総合事業の請求について 

『新しい総合事業』移行後の請求関係について、福島県国民健康保険団体連合会の

資料を元に概要を説明する。 

詳細については、下記日程で福島県国民健康保険団体連合会より説明する。 

 【国保連説明会】介護予防・日常生活支援総合事業の請求について 

日 時：平成２８年 ２月１０日（水） 

○午前の部（通所事業所） 午前 ９時３０分～午前１１時３０分 

   ○午後の部（訪問事業所） 午後 １時３０分～午後 ３時３０分 

場 所：福島市 市民会館 ２階 第２ホール（住所：福島市霞町 1番 52号） 

※本日配付した資料を使いますので、説明会当日（2/10）忘れずにご持参ください。 

 

 

〔参考〕国保連合会へ審査支払業務を委託した場合の介護予防・日常生活支援総合事業

の事務処理の流れ 

★利用者が総合事業によるサービスのみを利用する場合 
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②前回説明会への質問に対する回答   （ 別紙３、別紙４ 参照 ） 

 

 

 ③第３回『新しい総合事業』に関する説明会について 

【日時】平成２８年 ２月２４日（水） 

午前の部（通所事業所） 午前１０時 ～ 午前１１時 

        午後の部（訪問事業所） 午後 ２時 ～ 午後 ３時 

【場所】福島市 市民会館 ２階 第２ホール（住所：福島市霞町 1番 52号） 

 

※申し訳ございませんが、市民会館は駐車場が限られており、混雑が予想されま

すので、極力、公共交通機関利用や相乗りでおこしいただく等のご協力をお願い

いたします。 

 

 

④質疑応答・意見交換 

 


